
 
 
 
 
２．デジタル有料チャンネル内容 および利用料（〇：提供可能チャンネル）  

（ＡＣＡＳチップ又はＢ－ＣＡＳカード又はＣ－ＣＡＳカードごと・チャンネルごと・月ごと） 

内容 料金 

デジタルＨＤコース 
デジタル 
ＳＤコース 

デジタル 
ライト 

サービス 

提供 
可否 

スタンダード 

ＨＤプラス 

サービス 
提供可否 

スタンダード 

ＨＤ 

サービス 
提供可否 

スタンダード 

サービス 
提供可否 

スターチャンネル １  
スターチャンネル ２  
スターチャンネル ３  

（3ch） 
2,300円（税込み 2,530円） 

〇 〇 〇 〇 

ＷＯＷＯＷプライム 
ＷＯＷＯＷライブ 
ＷＯＷＯＷシネマ 
ＷＯＷＯＷ ４Ｋ 

（4ch） 
別途番組供給会社と直接契約  

〇 〇 〇 〇 

衛星劇場ＨＤ 1,905円（税込み 2,096円） 〇 〇  〇 

衛星劇場 1,800円（税込み 1,980円） 〇 〇 〇 〇 

東映チャンネルＨＤ 1,500円（税込み 1,650円） 〇 〇  〇 

東映チャンネル 1,500円（税込み 1,650円）   〇  

Ｖ☆パラダイス ＨＤ 900円（税込み   990円） 〇 〇  〇 

Ｖ☆パラダイス  700円（税込み   770円） 〇 〇 〇 〇 

グリーンチャンネルＨＤ  
グリーンチャンネル２ＨＤ 

（2ch） 
1,000円（税込み 1,100円） 

〇 〇  〇 

グリーンチャンネル 
グリーンチャンネル２ 

（2ch） 
1,100円（税込み 1,100円） 

  〇  

ＳＰＥＥＤチャンネルＨＤ 900円（税込み   990円） 〇 〇  〇 

ＳＰＥＥＤチャンネル 900円（税込み   990円）   〇  

フジテレビＮＥＸＴ ライブ・プレミア
ム ＨＤ 

1,200円（税込み 1,320円） 
スタンダードＨＤプラスご契約者に限り 

1,000円（税込み 1,100円） 
〇 〇  〇 

フジテレビＮＥＸＴ 
ライブ・プレミアム ＨＤ 

フジテレビＯＮＥ 
スポーツ・バラエティ(ＨＤ） 

フジテレビＴＷＯ 
ドラマ・アニメ（ＨＤ） 

（3ch） 
1,500円（税込み 1,650円） 

 〇  〇 

フジテレビＮＥＸＴ 
ライブ・プレミアム ＨＤ 

フジテレビＯＮＥ 
スポーツ・バラエティ 

フジテレビＴＷＯ 
ドラマ・アニメ 

（平成 29年 3 月より新規販売終了） 

（3ch） 
1,500円（税込み 1,650円） 

  〇  

フジテレビＯＮＥ 
スポーツ・バラエティ 

フジテレビＴＷＯ ドラマ・アニメ 
（平成 21年 10月より新規販売終了） 

（2ch） 
1,000円（税込み 1,100円） 

  〇 〇 

Ｊ ｓｐｏｒｔｓ ４（ＨＤ） 1,300円（税込み 1,430円） 〇 〇  〇 

Ｊ ｓｐｏｒｔｓ １+２+３+４（ＨＤ） 
（4ch） 
2,037円（税込み 2,241円） 

   〇 

テレ朝チャンネル１（ＨＤ） 600円（税込み   660円）  〇  〇 

テレ朝チャンネル１ 600円（税込み   660円）   〇  

Ｍｎｅｔ ＨＤ 2,300円（税込み 2,530円） 〇 〇  〇 

タカラヅカ・スカイ・ステージ 2,700円（税込み 2,970円） 〇 〇  〇 

Ｍｎｅｔ 2,000円（税込み 2,200円） 〇 〇 〇 〇 

ＡＴ－Ｘ ＨＤ！ 1,800円（税込み 1,980円） 〇 〇  〇 

アニメシアターＸ（ＡＴ－Ｘ） 1,800円（税込み 1,980円）   〇  

ＷＯＷＯＷプラス 映画・ドラマ・スポ
ーツ・音楽（ＨＤ） 

700円（税込み   770円）  〇  〇 

ＴＢＳチャンネル１ 最新ドラマ 
・音楽・映画（ＨＤ） 

600円（税込み   660円）  〇  〇 

ＫＢＳ Ｗｏｒｌｄ（ＨＤ） 700円（税込み   770円）  〇  〇 

時代劇専門チャンネル（ＨＤ） 700円（税込み   770円）    〇 

日本映画専門チャンネル（ＨＤ） 700円（税込み   770円）    〇 

映画・チャンネルＮＥＣＯ-ＨＤ 600円（税込み    660円）    〇 

囲碁将棋チャンネル 1,400円（税込み 1,540円）    〇 

アニマックスＨＤ 738円（税込み   812円）    〇 

キッズステーションＨＤ 739円（税込み   813円）    〇 

日経ＣＮＢＣ（ＨＤ） 900円（税込み   990円）    〇 

日テレＮＥＷＳ２４（ＨＤ） 480円（税込み   528円）    〇 
日テレジータス（ＨＤ） 900円（税込み   990円）    〇 

釣りビジョン（ＨＤ） 1,200円（税込み 1,320円）    〇 

プレイボーイチャンネル 2,500円（税込み 2,750円） 〇 〇 〇 〇 

レッドチェリー 2,500円（税込み 2,750円） 〇 〇 〇 〇 
プレイボー

イセット 

プレイボーイチャンネル 

レッドチェリー 
（2ch） 
 3,000円（税込み  3,300円） 

〇 〇 〇 〇 

1. 上記ＷＯＷＯＷ以外の有料チャンネル利用料は、視聴期間（最終日は末日）が１カ月を満たない場合であっても、上記記載料金をご負
担いただきます。 

2. ミニサービスご契約者はご利用頂けません。 
※１ 本料金表１．④に記載する「ミニサービス」を除く各品目を利用するお客様であって、且つ本料金表１．⑥及び⑦
に記載するＳＴＢ（BD-V570・BD-V5700R・TZ-LS500B・TZ-HT3000BW・TZ-HT3000BW）のいずれかを利用するお客様にのみ
提供する番組。 
 
３．ＢＳパススルー番組 
 本サービスは、光ファイバーによる提供エリア（以下、ＦＴＴＨ施設エリア。）における本約款第３条の加入契約者に付加サ
ービスとして提供するもので、追加利用料のご負担はありません。 

 また、ＫＣＢが提供するＳＴＢ以外の市販されているデジタルＢＳチューナー（内蔵テレビ等）で視聴可能となります。 
【提供番組】 

公共放送 

ＮＨＫ ＢＳ１ 
ＮＨＫ ＢＳプレミアム 
ＮＨＫ ＢＳ４Ｋ 
ＮＨＫ ＢＳ８Ｋ 

無料放送 

ＢＳ日テレ 
ＢＳ朝日 
ＢＳ-ＴＢＳ 
ＢＳテレ東 
ＢＳフジ 
ＢＳ１１ イレブン 
ＢＳ１２ トゥエルビ 
放送大学テレビ 
ＢＳ日テレ ４Ｋ 
ＢＳ朝日 ４Ｋ 
ＢＳーＴＢＳ ４Ｋ 
ＢＳテレ東 ４Ｋ 
ＢＳフジ ４Ｋ 
ショップチャンネル ４Ｋ 
４Ｋ ＱＶＣ 

別途有料放送 

スターチャンネル １ プレミアム ＫＣＢにて受付可能。 
 ＫＣＢと個別の加入契約がある場合に限ります。 
 ３ｃｈセット 2,300円（税込み 2,530円） 

スターチャンネル ２ セレクト 
スターチャンネル ３ 吹替専門 
ＷＯＷＯＷプライム 

別途番組供給会社等との直接契約が必要です。 
なお、ＫＣＢとの加入契約終了に伴い、視聴できなく
なります。 

ＷＯＷＯＷライブ  
ＷＯＷＯＷシネマ 
ＷＯＷＯＷ ４Ｋ 
ＢＳアニマックス  
ディズニーチャンネル 
ＢＳスカパー！ 
グリーンチャンネル 
ＷＯＷＯＷプラス 映画・ドラマ・スポーツ・音楽 

Ｊ ｓｐｏｒｔｓ １ 
Ｊ ｓｐｏｒｔｓ ２ 
Ｊ ｓｐｏｒｔｓ ３ 
Ｊ ｓｐｏｒｔｓ ４ 
ＢＳ釣りビジョン  
日本映画専門チャンネル 

1. ＦＴＴＨ施設エリアで 2013年 4月より順次サービスを開始しております。 
2. お客様の宅内配線設備等により、提供ができない場合がございます。 
3. 利用を希望される場合、状況によりＶ－ＯＮＵの交換が発生する場合がございます。その場合、交換工事費を実費でご負

担いただきます。 
4. 本番組は、衛星放送（ＢＳ）を同一周波数パススルー方式により再放送するもので、視聴機器や視聴機器周辺の接続等は

原則としてお客様による準備が必要です。 
  特に、視聴機器周辺の接続においては、分波器の追加接続等が必要となります。この追加接続等をＫＣＢに依頼する場合

は、機器工事費として実費を負担いただきます。 
 
 

 
 
 

対 応 マ ン シ ョ ン 特 約  
 
 本約款は、高知ケーブルテレビ加入契約約款（以下、「基本約款」という。）の特約として適用されます。 
 
第１章 対応マンション施主特約 
 第１条 対応マンション施主特約の適用範囲 

本特約は、高知ケーブルテレビ株式会社（以下、「ＫＣＢ」という。）の放送施設に接続して、すべての館内にＫＣＢが
提供する放送サービスの一部を一括して提供する複合施設等（以下、「対応Ｍ」という。）の所有者または管理者（以降、「対
応Ｍ施主」という。）に限り適用します。 
なお以降本特約においては、前段の契約を「対応Ｍ施主特約」という。 

 第２条 対応Ｍ施主特約のサービス内容 
（１）基本サービス（※１） 

基本約款第１条に基づいてＫＣＢが提供する基本約款料金表別紙第１項に記載される品目 の内、ミニサービス
に該当する提供番組等。 

※１ 対応Ｍ施主が所有または管理する対応Ｍ内設備等の原因で各世帯まで正常に提供できない場合があることを予 
め承諾頂きます。 

 第３条 対応Ｍ施主特約の加入契約料並びに工事費等及び利用料 
（１）基本サービス 

①加入契約料 
 ２世帯以上／１引き込み線  ２０，０００円（税込み ２２，０００円） 
 ②工事費等                             実 費 
③利用料（※２）           １，０００円（税込み １，１００円）／月×世帯数 
 ※２ 別途、ＮＨＫ受信料が各世帯ごとに必要となります。 

 第４条 対応Ｍ施主のデジタル多チャンネルサービス等 
対応Ｍ施主が、別途当該対応Ｍ内でＫＣＢのデジタル多チャンネルサービス等を利用する場合は、本特約第２章（第７

条～第 11条）及び同第 12条の規定を準用する。 
 第５条 対応Ｍ施主特約解除時の協力 

対応Ｍ施主特約を解除する際には、本特約第 11条の規定に基づき当該対応Ｍに係る本特約第７条で規定する対応Ｍ入居
者特約が自動的に解除となることを理解のうえ、該当する対応Ｍ入居者特約適用者への予めの連絡等についてＫＣＢに協
力するものとする。 

 第６条 対応Ｍ施主の保守責任 
対応Ｍ施主は、基本約款第１１条でＫＣＢの保守責任と規定されたもの以外については、原則として自身の保守責任範

囲となることについて予め承諾する。 
 

第２章 対応マンション入居者特約 
 第７条 対応マンション入居者特約の適用範囲 

本特約は第１章（第１条～第６条）で定められた対応Ｍ内の入居者（以下、「対応Ｍ入居者」という。）に限り適用しま
す。 
なお本特約においては、前段の契約を「対応Ｍ入居者特約」という。 

 第８条 対応Ｍ入居者特約のサービス内容 
（１）デジタル多チャンネルサービス 

基本約款第１条に基づいてＫＣＢが提供する基本約款料金表別紙第１項～第３項に記載されるＳＴＢにより提供
される番組等。 

第９条 対応Ｍ入居者特約の加入契約料並びに工事費等及び利用料 
（１）デジタル多チャンネルサービス 

①加入契約料           無 料 
②工事費等                   基本約款の別表の通り 
③利用料 
 デジタルサービス 

デジタルＨＤコース 
スタンダードＨＤプラスサービス・スタンダードＨＤサービス 

デジタルＳＤコース 
スタンダードサービス 
（「Ｃ－ＣＡＳカード１枚目」での提供について、平成２４年１月５日より新規販売を終了いたします。） 
デジタルライトサービス 

以上の各デジタルサービスにおける 
Ｃ－ＣＡＳカード１枚目 

基本約款別表第１項４号の各利用料金から１，０００円（税込み １，１００円）／月を減じた料金（※２・３） 
Ｃ－ＣＡＳカード２枚目以降１枚ごと       基本約款の別表の通り 

※２ 別途、ＮＨＫ受信料が必要となります。 
※３ 貸与ＳＴＢ利用料は含みません。 

④その他の料金                       基本約款の別表の通り 
 第１０条 対応Ｍ入居者特約適用者の設置場所の変更 

基本約款第１７条の（２）の規定は、変更先が本特約第１章（第１条～第６条）で定められた対応Ｍ内の場合のみ適
用されます。 

 第１１条 対応Ｍ入居者特約の自動解除 
対応Ｍ入居者特約適用者は、本特約第７条に該当する対応Ｍに係る対応Ｍ施主特約が解約となった場合に自動的に本

契約も解除となることについて予め了解のうえ契約をする。 
 

第３章 その他 
 第１２条 その他 

本特約に定められない事項については、基本約款が適用されます。 
附   則 

この特約は令和３年４月１日より施行します。 
 

特 別 団 地 特 約  
 
 本約款は、高知ケーブルテレビ加入契約約款（以下、「基本約款」という。）の特約として適用されます。 
 

 第１条 適用範囲 
本特約は、高知ケーブルテレビ株式会社（以下、「ＫＣＢ」という。）が定める次の地域のＫＣＢが認める対象者限り適

用します。 
なお以降本特約においては、前段の契約を「特別団地特約」という。 
【適用地域】 

①高知南ニュータウン他 （高知市春野町南ヶ丘。） 
②観月坂ニュータウン他 （高知市みづき。） 
③旭グリーンヒルズ  （高知市口細山の一部。） 
④蒔絵台ニュータウン  （高知市長浜蒔絵台。） 
⑤望海ヶ丘ニュータウン （高知市池の一部。） 
⑥サンヒルズ横浜  （高知市横浜南町の一部。） 
⑦秦・城見ヶ丘ニュータウン （高知市宇津野の一部。） 
⑧鶴見台  （高知市瀬戸東町の一部。） 
⑨十市阿土団地  （南国市十市の一部。） 

 第２条 サービス内容 
（１）基本サービス（※１） 

①基本約款第１条に基づいてＫＣＢが提供する基本約款料金表別紙第１項に記載される品目の内、ミニサービスに該
当する提供番組等。 

②番組ガイド誌 １契約あたり１冊のみ。 
※１ 特別団地特約適用者が所有または管理する宅内設備等の原因で各世帯まで正常に提供できない場合があるこ

とを予め承諾頂きます。 
（２）デジタル多チャンネルサービス             基本約款第１条の通り 

 第３条 施設負担金・加入契約料並びに工事費等及び利用料 
（１）基本サービス 

①施設負担金（※２）          ５０，０００円（税込み ５５，０００円） 
 ※２ 関係者に支払済み等の理由により、ＫＣＢが特に認める場合は不要。 
②工事費等                       基本約款の別表の通り 
③利用料              月額  １，７００円（税込み １，８７０円）（※３） 
 ※３ 別途、ＮＨＫ受信料が必要となります。 

（２）多チャンネルサービス(前項の基本サービス締結済みの方に限る。) 
①加入契約料              不 要 
②工事費等                       基本約款の別表の通り 
③利用料            基本約款の別表の通り 
④その他の料金         基本約款の別表の通り 

 第４条 設置場所の変更 
基本約款第１７条の（２）の規定は、変更先が本特約第１条で規定された適用範囲内の場合のみ適用されます。 

 第５条 その他 
本特約に定められない事項については、基本約款が適用されます。 

附  則 
この特約は令和３年４月１日より施行します。 

 
業 務 施 設 特 約  

 
 本約款は、高知ケーブルテレビ加入契約約款（以下、「基本約款」という。）の特約として適用されます。 

第１条 業務施設特約の適用範囲 

本特約は、高知ケーブルテレビ株式会社（以下、「ＫＣＢ」という。）の放送施設に接続して、ＫＣＢが提供する放送サ 

ービスの一部または全部を提供する施設の内、一括して当該放送サービスを導入する業務用施設（宿泊施設・病院・商 

業施設・スポーツ、レジャー施設等）や、ＫＣＢが特に指定する施設の所有者または管理者に限り適用します。 

第２条 業務施設特約のサービス内容 

（１）基本サービス 

基本約款第１条に基づいてＫＣＢが提供する基本約款料金表別紙第１項に記載される品目の内、ミニサービスに 

該当する提供番組等。 

第３条 業務施設特約の加入契約料並びに工事費等及び利用料 

（１）基本サービス 

①加入契約料  １引き込み線  ２０，０００円（税込み ２２，０００円） 

②工事費等                            実 費 

③基本利用料（※１）       １，６００円（税込み １，７６０円）／月（接続端子数４端子までを含む） 

※１ 別途、ＮＨＫ受信料が必要となります。 

④追加利用料 

     接続テレビ端子数５端子目以降については、別途見積もりとなります。 

第４条 業務施設のデジタル多チャンネルサービス等 

業務施設特約の契約者が、別途当該施設内でＫＣＢのデジタル多チャンネルサービス等の利用を希望する場合は、各 

番組供給事業者が提示する条件（提供の可否を含む）を踏まえた上で、ＫＣＢにおいて個別に提供条件を決定します。 

第５条 業務施設の所有者の保守責任 

業務施設特約の契約者は、基本約款第１１条でＫＣＢの保守責任と規定されたもの以外については、原則として自身 

の保守責任範囲となることについて予め承諾する。 

第６条 その他 

本特約に定められない事項については、基本約款が適用されます。 

附 則    

この特約は令和３年４月１日より施行します。 

 
 
 

 

高知ケーブルテレビ株式会社（以下、KCBといいます。）は、お客様の個人情報の保護及び適切な取扱いが、 KCBにとって社

会的責務であると考えております。KCBは、KCBが取得する個人情報を、この個人情報の保護に関する宣言（以下、宣言といい

ます。）に基づき、適切に取扱い、保護に努めてまいります。 

1. 個人情報の定義 

個人情報とは、以下のような特定の個人を識別できるものをいいます。 

[1] 氏名、住所、生年月日、性別、職業、電話番号、電子メールアドレス、口座番号及び名義、住宅の図面及びお客様に提 

供するサービス内容等。 

[2] その情報のみでは特定の個人を識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、この照合により特定の個人を 

識別できることとなる情報。 

[3] 上記の情報のうち 1つまたは複数を組合せることでお客様の個人を特定できる情報。 

[4] お客様とは個人情報を提供するすべての者をいいます。  

2. 個人情報の取得、利用及び第三者への提供 

(1) KCBは、KCBのサービスを提供するために必要、かつ、利用目的の達成に必要な範囲内で、個人情報を取得します。 

(2) お客様の個人情報は、利用目的の達成に必要な範囲内で、KCBが利用する他、委託業務の達成に必要な範囲内で、KCBが 

委託した者も利用できるものとします。 

(3) KCBはお客様の個人情報を、次の目的で利用します。ただし、下記[2]～[5]ではお客様の氏名、生年月日、性別、職業、 

住所、電話番号、電子メールアドレス及びお客様に提供するサービス内容を利用します。 

[1] お客様へのサービスに関する契約の締結、工事の施工のためにお客様の氏名、住所、生年月日、電話番号、職業、性別、 

住宅の図面等を、また、料金請求や収納業務、料金問い合わせのために金融機関のお客様の口座番号及び名義ならびに 

お客様に提供するサービス内容等をそれぞれ必要に応じて利用します。 

[2] お客様に対してダイレクトメール、電子メール、訪問等により情報（KCBが提供するサービスに関する各種キャンペー 

ン等のお知らせや商品案内など）を提供し、または、各種アンケート調査を実施するため。 

[3] お客様から寄せられたご意見、ご要望にお応えするための苦情・相談対応業務のため。 

[4] アフターサービス、メンテナンス等、を行うため。 

[5] お客様の個人情報の集計、分析を行い、個人が識別、特定できないように加工した統計資料を作成し、サービスの向上 

及び新規サービスの開発等を行うため。 

(4) 上記の利用目的以外に、お客様の個人情報を利用する必要が生じた場合には、下記 3.[2]～[6]に該当する場合を除き、事 

前にお客様に利用者及び利用目的を連絡し、お客様から事前の同意を得た上で、利用します。 

3. 個人情報の提供先の範囲 

お客様の個人情報は、次のいずれかに該当する場合を除き、いかなる第三者にも提供いたしません。 

[1] お客様から同意を得た場合。 

[2] 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、お客様の同意を得ることが困難である場合。 

[3] 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、お客様の同意を得ることが困難で 

ある場合。 

[4] 国の機関若しくは地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合で、本人の同意を 

得ることにより、当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れがある場合。 

[5] 裁判官の発付する令状により強制処分として捜索・押収等がなされる場合。 

[6] 警察、税務署等の法律上の照会権限を有する者からの照会（刑事訴訟法第 197条、弁護士法第 23条の２等）がなされ 

た場合。ただし、通信の秘密に属する事項については提供しない。 

[7] KCBが業務の遂行に必要な限度で個人情報を利用することについて相当な理由がある場合。 

4. お客様の個人情報の安全管理措置 

(1) KCBは、社員に対して個人情報の保護に関する教育・啓発活動を実施する他、個人情報保護管理者を置き、お客様の個人 

情報の安全管理に努めます。 

(2) KCBは、お客様の個人情報への不正なアクセスや個人情報の漏洩、滅失または毀損を防止するため、KCBのウェブサイト 

の物理的、人的過失についてセキュリティの確保・維持に努めます。 

(3) KCBは、KCBが委託先との間で機密保持契約を締結し、お客様の個人情報について、適切な取扱い及び保護を行うよう指 

示・監督をします。 

5. お客様の個人情報の開示、利用目的の通知請求等 

(1) KCBが保有しているお客様の個人情報について、開示、利用目的の通知、訂正、追加、削除、利用停止、消去及び第三者

への提供停止（以下、「開示等」という）の各請求をされる場合は、 KCB所定の書式により、KCBまで直接ご請求下さい。

個人情報漏洩防止、正確性、安全性の確保の観点から、その請求が不当な場合を除き、遅滞なく必要な調査を行い、当該

ご請求がお客様ご自身によるものであること又は正当な代理人によることが確認できた場合に限り、お客様の個人情報の

開示等を行います。ただし、開示等をすることにより、次の各号のいずれかに該当する場合には、その全部又は一部の開

示等をしないことがあります。 

① 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害する恐れがある場合 

② KCBの権利又は正当な利益を損なったり、業務の適正実施に著しい支障を及ぼす恐れがある場合 

③ 違法又は不当な行為を助長し、又は誘発する恐れがある場合 

④ 国の安全が害される恐れ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれる恐れ又は他国若しくは国際機関との交渉上 

不利益を被る恐れがある場合 

⑤ 犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が及ぶ恐れがある場合 

⑥ 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して、協力する必要がある場合で、当該事務に支障 

を及ぼす恐れがある場合 

⑦ 他の法令に違反することとなる場合 

(2) KCBが保有しているお客様の個人情報について、開示等の各請求を行う場合、お客様は、KCBに対して次の①～④のいず

れかを提示、又はそのコピーを提出していただきます。さらに、前(1)項の代理人には⑤の手続きをしていただきます。 

① 運転免許証 

② 健康保険証 

③ パスポート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
第１条（カードの使用目的） 

このカードには、ＣＡＴＶ用受信機器を制御する集積回路(ＩＣ)が内蔵されており、ご加入のＣＡＴＶ会社がカードの
使用を認めたＣＡＴＶ用受信機器において、ご加入のＣＡＴＶ会社が行う地上デジタルテレビジョン放送、ＢＳデジタ
ル放送および 110度ＣＳデジタル放送の再送信、ならびに著作権保護に対応した自主放送（以下まとめて「放送サービ
ス」といいます）を受信する目的で使用されます。 
 
 

第２条（カードの所有権と使用許諾） 
このカードの所有権は、当社に帰属します。 

２. この契約に基づき、お客様およびお客様と同一世帯の方がこのカードを使用できます。 
 
 

第３条（カードの管理） 
お客様は、このカードをＣＡＴＶ用受信機器に常時装着した状態で使用・保管し、カードが紛失、盗難、故障および破
損することのないように十分注意してください。 
 
 

第４条（カードの故障交換等） 
カードが原因と思われる受信障害が発生した場合は、ご加入のＣＡＴＶ会社に連絡してください。ＣＡＴＶ会社は、カ
ードの故障による受信障害の場合はそのカードを交換いたします。次の各号のいずれかに該当する場合は、別表に定め
るカード再発行費用をお支払いいただく有償交換、それ以外の場合は無償での交換となります。 
① カードの使用を開始してから、３年以上経過している場合｡ 
② カードの故障が、お客様の不適切な取扱いに起因するものである場合。 

２. 当社に故意または重大な過失があった場合を除き、カードの故障により、第１条の放送サービスが受信できないことに
よる損害が生じても、当社はその責任を負いません。 

 
 

第５条（カードの破損、紛失、盗難等および再発行） 
カードの破損、紛失または盗難等により、お客様がカードを使用できなくなった場合、ご加入のＣＡＴＶ会社に連絡し
てください。ＣＡＴＶ会社は所定の手続きに基づいてカードの再発行を行います。この場合、お客様は、別表に定める
カード再発行費用をお支払いいただきます。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

④ その他本人の確認ができる書類 

⑤ 代理人の方は、お客様からの委任状等の委任されたことを証明できるものに、①～④のいずれか又はそのコピーを添付 

してください。また、法定代理人は、法定代理人であることを証明できる書類を提出してください。 

(3) お客様は、KCBが保有しているお客様の個人情報について、開示又は利用目的の通知を請求したときは、その作業に要す 

る手数料（１件あたり５００円（税込み５５０円））を、直ちに現金又は指定銀行振込で支払うものとします。 

(4) 前(1)～(3)項の開示等の実施、不実施については、ご請求のあったお客様に対して、遅滞なくご連絡いたします。なお、 

不実施の場合は、その理由を説明するよう努めます。 

6. KCBの委託先への個人情報の提供 

KCBが保有するお客様の個人情報の取扱いを外部業者に、次の各項のとおり委託することがありますが、この場合も業務委

託先に対して適切な管理を行うよう指示・監督をします。 

(1) KCBが委託先に提供するお客様の個人情報の範囲は、お客様から特に申し入れがある場合を除いて、KCBが保有する委託先 

が業務遂行上必要な個人情報を対象といたします。 

(2) KCBが委託先へお客様の個人情報の提供をする場合（以下、「業者への情報提供」という）は、紙、電子データの伝送、電 

子記録媒体の引渡し、サーバへのアクセスのいずれかの方法で行います。 

(3) お客様より、委託先での個人情報の取扱いについて改めるようご請求があった時は、正当な理由によるご請求に限り、改 

善するよう委託先を指導いたします。 

(4) 前(3)項の停止の実施、不実施については、ご請求のあったお客様に対して、遅滞なく、ご連絡いたします。なお、不実施 

の場合は、その理由を説明するよう努めます。 

7. 免 責 

KCBは、KCBのウェブサイトにリンクされている他のウェブサイトにおけるお客様の個人情報等の保護、取扱い等につい

ては、一切責任を負うものではありません。 

8. 関係法令の遵守 

KCBは、お客様の個人情報に関する日本国の法令（個人情報の保護に関する法律、電気通信事業法、個人情報の保護に関

する法律施行令、個人情報の保護に関する基本方針、電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン、放送受信

者等の個人情報の保護に関する指針等）を遵守致します。 

9. この宣言の変更及び告知 

  この宣言の内容は、必要に応じて KCBが変更することがあります。この宣言の最新の内容は、KCBのウェブサイトに掲載 

されている最新版または、KCBの掲示板をご参照いただくか、あるいは 12項の窓口へご請求下さい。 

10. クッキー（Cookie）等の利用 

(1) KCBの Webサイトには、お客様が再度 Webにアクセスされた時に一層便利に利用していただけるよう、｢クッキー｣と呼ば 

 れる技術を使っているページがあります。 

用語の説明【クッキー】 

クッキーとは、Webでホームページを閲覧している側のコンピュータを特定する方法の一つです。お使いのコンピュ

ータを識別するために、Webサーバがブラウザ（インターネット閲覧ソフト）に送信してハードディスクに保存され

る、小規模情報ですが、お客様のディスクにファイルとして蓄積されることもあります。アクセス者側にサーバの情

報を格納するのが目的で、一度そのウェブページから離れても、再びアクセスした際にサーバ側がアクセス者のブラ

ウザ、ハードディスクに保管しておいた｢クッキー｣を読みとることでアクセス者のコンピュータを特定できる仕組み

です。クッキーを使用することにより、お客様のコンピュータを識別することができますが、お客様が個人情報を入

力しない限りお客様ご自身を識別することはできません。 

お客様がブラウザの設定を変更することで、クッキーの受入れを拒否したり、受入れの際に警告を表示させることが

できます。ただし、その場合はサービス内容に制約が生じたり正常に提供できないことがあります。 

(2) KCBでは、クッキーの中のお客様の個人情報を KCBが保存することはありませんが、以下のような場合にクッキーで得た

データを使用する事があります。  

[1] より満足いただけるようにコンテンツを改廃する場合や、個々のお客様に合わせてカスタマイズされたサービスを提供

する場合。 

[2] お客様がどのようなサービスに興味をお持ちなのか分析する場合や、サイト上での効果的な広告の配信に利用させてい

ただくために、個人が特定できない形で、利用状況の統計分析をする場合。 

[3] Webサイトの保守管理や問題解決のため。 

11. 個人情報が漏洩した場合の措置 

(1) KCBは、個人情報の漏洩が発生した場合は、次の措置をとります。 

[1] 事実関係を速やかに本人に通知します。 

[2] 二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限り事実関係等を公表します。 

[3] 事実関係を総務省へ直ちに報告します。 

(2) 前 (1)項[2]の規定は、事実関係を公表することにより、5項(1)①～⑦に該当する場合には、この限りではありません。 

12. 個人情報についての窓口 

お客様の個人情報についての開示等のご請求、異議等のお申し出又は苦情、本宣言の内容に関するご質問等がございま

したら、下記連絡先にお申し出下さい。 

連 絡 先  ：高知ケーブルテレビ株式会社 カスタマーサポート部 

住 所 ：〒781-9537 高知市若松町 10番 12号 

電 話  ：088-880-1501 

電子メール  ：kokyaku@kcb.co.jp 

受付時間  ：平日 9:00～17:00 

13. 保存期間 

KCB は、お客様の個人情報の保存期間を定め、これを超えた個人情報は遅滞なく消去します。ただし、法令等の規定に

基づき、保存を義務づけられているときは、この限りではありません。個々の情報の保存期間は、12項の窓口へお問い合

わせ下さい。  

 以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
第６条（カードの交換依頼） 

カードの不具合やシステム変更（バージョンアップ）等、当社の都合によりカード交換が必要となった場合、ご加
入のＣＡＴＶ会社を通じてお客様にカード交換をお願いすることがあります。 

 
 
第７条（不要になったカードの処置等） 

ケーブルテレビの加入契約解除等によりカードが不要となった場合は、ご加入のＣＡＴＶ会社にカードを返却して
ください。カードの返却があった場合、この契約は終了します。 

 
 
第８条（禁止事項） 

このカードを、第１条のカードの使用目的に反して、ご加入のＣＡＴＶ会社がカードの使用を認めたＣＡＴＶ用受
信機器以外の受信機器に使用し、あるいはご加入のＣＡＴＶ会社が行う放送サービスの受信以外の目的に使用する
ことはできません。 

２. カードの複製、分解、改造、変造若しくは改ざん、またはカードの内部に記録されている情報の複製若しくは翻案
等、カードの機能に影響を与え、またはカードに利用されている知的財産権の侵害に繋がる恐れのある行為を行う
ことはできません。 

３. カードを日本国外に輸出または持ち出すことはできません。 
４. カードを第三者にレンタル、リース、賃貸または譲渡することはできません。 

 
 
第９条（損害賠償） 

お客様が第８条に違反する行為を行い当社に損害を与えた場合、当社は、お客様に対し損害の賠償を請求すること
があります。 

 
 
第１０条（約款の変更） 

この約款は変更することがあります。この約款の変更事項または新しい約款については、当社のホームページ
(http://www.b-cas.co.jp)に掲載します。 

 
 
[別表] カード再発行費用 

第４条第１項および第５条に規定するカード再発行費用１,９６４円（税込み ２，１６０円）以下でＣＡＴＶ会
社の定めによる 

２. 前項のカード再発行費用は、ご加入のＣＡＴＶ会社へお支払いいただきます。 

ＣＡＴＶ専用 Ｂ－ＣＡＳカード使用許諾契約約款 （ＫＢ０００８

 

 
ＣＡＴＶ  専用カード 

（２０１９年１０月１日より適用） 

株式会社 ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ 

お客様が使用するケーブルテレビ用のセットトップボックス等（以下「ＣＡＴＶ用受信機器」といいます）には、デジタル放送を受信するためのＩＣカード（ＣＡＴＶ専用Ｂ－ＣＡＳカード）(以下「カード」といいます)が添付されています。この

カードは、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ（Ｂ－ＣＡＳ社）（以下｢当社｣といいます）が一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟（以下「ＪＣＴＡ」といいます）と契約し、ＪＣＴＡを経由してご加入のケーブルテレビ局(以

下「ＣＡＴＶ会社」といいます)に配布しているものです。 

当社は、このカードを、この約款の契約（ＣＡＴＶ専用Ｂ－ＣＡＳカード使用許諾契約）に基づいてお客様に貸与します。お客様がＣＡＴＶ会社の用意する書面においてこの約款に同意すると、当社との間に契約が成立しますので、事前にこの約款

を必ずお読みください。 

令和 2年 12月 1日 

高知ケーブルテレビ株式会社 

代表取締役 川崎 真一 

個人情報の保護に関する宣言 
高知ケーブルテレビ株式会社 

高知ケーブルテレビ加入契約約款 




